
ご婚礼の予約手配に関する規約 

 

当ホテルでは、ご結婚式並びにご披露宴の予約手配に関して、以下の通り定めております。 

 

１．ご予約に関して 

 申込者の申込書への署名をもって、ご予約成立とさせて頂きます。 

 

２．ご婚礼代金のお支払いについて 

 ご婚礼等の内容が決定次第お見積書を作成致します。 

 お支払いは、披露宴終了後の当日から 2週間以内にお振り込みにてご精算頂きます。 

 

３．ご出席人数の最終締め切りについて 

 出席者の人数（以下「有料人数」といいます）を披露宴等の開催日の前日正午までに、 

 弊社までご通知下さい。 

 欠席が発生した場合でも、確定人数分の料金を頂戴致します。 

 

４．契約取り消しについて 

 お客様のご都合により、当ホテルに通知の上、ご結婚披露宴を取り消しまたは日程変更 

 される場合には、下記の通り取り消し料を頂戴させて頂きます。 

  （取消料条例） 

  １５０日～91日前 発注済の附帯商品全額の合計額 

  ９０日～61日前  （料飲セット金額 10％）×申し込み人数+附帯商品全額の合計額 

  60日～31日前  （料飲セット金額の 20％）×申し込み人数+ 附帯商品全額の合計額 

  30日以内     最終お見積金額の 20％ 

  7日以内      最終お見積金額の 50％ 

  2日以内      最終お見積金額の全額 

※附帯商品とは、発注済みの印刷物、衣装、美容、演出等をいいます。 

※日程変更は、上記に準じますが、変更の通知を受けてから 10日以内に開催が決定した場合は、 

 発注済み附帯商品全額の合計額以外の取り消し料は免除致します。 

 但し、再度お取り消しの場合は、当初の取り消し料と合算して、一括請求させて頂きます。 

 

５．披露宴時間と追加料金について 

 会場のご利用時間は、開始から終了まで、予め当ホテル担当とお打ち合わせ頂いた時間内と 

 致します。（2時間 30分） 

これを超過した場合は、超過時間に応じて所定の追加料金を申し受けます。 

但し、次の宴会使用時間との関連で、ご利用時間の超過に応じられない場合もございます。 

 

６．会場の使用について 

 ご出席人数が 50名様以上の場合は、「椿の間」を披露宴会場と致します。 

但し、お申し込み時から大幅な人数変更がある場合は、会場を変更する場合がございます。 

 

 



７．附帯商品の手配 

   ご披露宴に関する附帯商品、衣裳、美容、装飾、映像、写真、看板、奏楽、引出物、余興等に 

つきましては、 原則として当ホテルより手配させて頂きます。 

 尚、お客様が手荷物を直接持込される場合には、当ホテルに事前にご連絡を頂き、 

 当ホテルの承諾後にご注文下さいますようお願い申し上げます。 

 当ホテルが適当でないと判断した場合、持込をお断りすることもございます。 

 尚、これら直接手配については、ホテルの定める持込料を申し受けます。 

 

８．お客様の過失・責任について 

 お客様及び、お客様側全ての関係者（お客様が直接手配、依頼された取り扱い会社を 

 含みます）の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当事者並びにご両家での連帯責任として 

 賠償して頂きます。 

 

９．契約の解除について 

 当ホテルは次に掲げる場合において会場利用の契約締結に応じないものとします。 

又、すでにご成約を頂いている会場利用契約を解除するものとします。 

①宴会等に出席するお客様の中に次の事由に該当するものがいる場合 

 ・暴力団、暴力団員、暴力団員関係企業、団体又はその関係者、その他反社会的勢力  

 ・暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体 

 ・法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの 

②お客様を含む宴会への出席者が法令の規定、公序良俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき、 

  又は同行為をしたと認められるとき 

③宴会場に関し、合理的な範囲を超える負担を求められたとき 

④天災、官公庁の指示、命令等不可抗力に起因する事由により宴会催行ができないとき 

⑤当ホテルが定める利用規約の禁止事項に従わないとき  

  尚、上記の場合におきましては、契約解除に伴う損害賠償は致しません。 

１０．禁止事項について 

  次に掲げる事項につきましては、禁止させて頂きますのでご遠慮下さい。 

 ①犬、猫、小鳥その他愛玩動物、家畜類などの持込 

  （身体障害者補助犬法に定める盲導犬、聴導犬、介助犬の同伴は可能です。） 

 ②発火、又は引火性の物品持込 

 ③悪臭を発する物の持込 

 ④賭博など、風紀を乱す行為、又はお客様に迷惑になるような言動 

 ⑤備付品の移動 

 ⑥使用目的以外のご利用 

 ⑦その他法令で禁じられている行為 

 

１１．ホテル側の定める催行中止時の対応について  

  何らかの事由から、ホテル側の原因でご婚礼を中止せざるを得ないとホテル側が判断した場合には、 

 既にお支払い頂いた金額を返却致します。 

 

 



本規約に定めのない事項は、法令または一般的に確立された慣習に従うものとさせて頂きます。 

規約事項は、ホテルの都合で予告なしに変更する場合がございますので、ご了承下さい。 
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